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町
の
国
民
健
康
保
険
の
財
政
状
況

は
、
年
々
減
少
し
て
い
る
被
保
険
者

数
に
対
し
て
、
一
人
あ
た
り
医
療
費

が
上
昇
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
国
民
健

康
保
険
を
現
在
の
税
率
・
税
額
で
運

営
す
る
に
は
、
と
て
も
厳
し
い
状
況

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
国
民
健
康
保
険
財
政
を
維

持
し
て
い
く
た
め
に
、
国
民
健
康
保

険
税
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
平
成
30
年
度
か
ら
の
国
民

健
康
保
険
の
広
域
化
に
よ
り
、
運
営

主
体
が
都
道
府
県
単
位
と
な
り
ま

す
。
す
で
に
県
内
の
多
数
の
市
町
村

が
資
産
割
を
廃
止
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
町
で
は
、
平
成
29
年
度
４
月
か

ら
の
改
正
で
、
税
率
・
税
額
の
改
正

と
と
も
に
、
今
ま
で
医
療
分
に
賦
課

さ
れ
て
い
た
資
産
割
を
廃
止
し
ま
す

（
下
表
）。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
皆
さ
ん
に
は
、
ご
負
担
を
お
掛
け

し
ま
す
が
、
国
民
健
康
保
険
の
安
定

し
た
医
療
給
付
と
健
全
な
事
業
運
営

の
た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
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お
け
る
取
扱
業
務
や
開
設
日
等
の
詳

細
は
、
広
報
４
月
号
で
改
め
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
現
在
町
で
は
、
通
常
業
務
時
間
内

に
窓
口
で
の
手
続
き
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
、
窓
口
業
務
の
一
部
を
業

務
時
間
外
に
も
拡
大
し
て
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
し
か
し
、
昨
今
の
厳
し
い
財
政
状

況
や
限
ら
れ
た
職
員
数
の
中
で
、
よ

り
効
率
的
に
力
を
発
揮
で
き
る
組
織

と
す
る
た
め
、
事
務
事
業
の
見
直
し

を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
業
務
時
間
外
の
窓
口
業

務
に
つ
い
て
、
利
用
者
数
や
費
用
対

効
果
等
か
ら
総
合
的
に
検
証
し
、
開

設
日
等
を
見
直
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
４
月
か
ら
次
の
と
お
り
開
設
日
等

を
変
更
し
ま
す
の
で
、
来
庁
の
際
に

は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
町
民
の
皆
さ

ん
に
は
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
４
月
以
降
の
窓
口
業
務
に

　犯罪者は見られることを嫌います。

暗がりを少なくすることで、夜間の

犯罪を減らすことができます。帰宅

後もできるだけ長く門灯や玄関灯を

点灯し、地域の防犯活動にご協力く

ださい。

　ソーラー式ライトや動きを感知し

て点灯するセンサーライトを設置す

ると経済的に、防犯効果を高められ

ます。

　隣近所で一門一灯運動を展開し、

相乗効果で犯罪者を

寄せつけない、安全

で安心なまちづくり

を推進しましょう。
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地域の防犯は家庭から
一門一灯にご協力を！

４
月
か
ら
業
務
時
間
外
の
窓
口
業
務

の
開
設
日
等
が
変
わ
り
ま
す

【４月以降の窓口業務について】
開設日
・場所 見直し内容

本庁舎の
窓口延長

火曜日 引き続き、窓口延長を実施します

木曜日 ３月₃₀日（木）をもって終了となります

土曜日の
窓口開庁

本庁舎 引き続き、窓口開庁を実施します

国府支所 ３月25日（土）をもって終了となります

駅前申請箱 ― ３月₃₁日（金）をもって終了となります

平
成
29
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

率
・
税
額
が
変
わ
り
ま
す

改正後の国民健康保険税の税率・税額比較表

医療分
後期高齢者
支援金分

介護納付金分
合計
上段 ０歳～₃₉歳、₆₅歳～₇₄歳
下段 ₄₀歳～₆₄歳（介護納付金分対象者）

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 資産割 均等割 平等割

平成₂₈年度
（現行税率）

5.6₀％ ₁₀.₀₀％ 2₀,₄₀₀円 25,₀₀₀円 2.2₀％ 9,9₀₀円 ₁.₈₀％ ₁₀,₀₀₀円
₇.₈₀％

₁₀.₀₀％
₃₀,₃₀₀円

25,₀₀₀円
9.6₀％ ₄₀,₃₀₀円

平成₂₉年度
（改正税率）

₅.₇₀％ — ₂₂,₀₀₀円 ₂₇,₀₀₀円 ₂.₅₀％ ₁₁,₀₀₀円 ₂.₁₀％ ₁₁,₅₀₀円
₈.₂₀％

—
₃₃,₀₀₀円

₂₇,₀₀₀円
₁₀.₃₀％ ₄₄,₅₀₀円

増　減 ₀.₁₀ポｲﾝﾄ ▲₁₀.₀₀ポｲﾝﾄ ₁,6₀₀円 2,₀₀₀円 ₀.₃₀ポｲﾝﾄ ₁,₁₀₀円 ₀.₃₀ポｲﾝﾄ ₁,5₀₀円
₀.₄₀ポｲﾝﾄ

▲₁₀.₀₀ポｲﾝﾄ
2,₇₀₀円

2,₀₀₀円
₀.₇₀ポｲﾝﾄ ₄,2₀₀円

＊医療分とは、国民健康保険被保険者の医療給付費などに充てられるものであり、すべての被保険者が対象となります。

＊後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度の医療給付費を支援するためのものであり、すべての被保険者が対象となります。

＊介護納付金分とは、40歳～64歳の加入者にご負担いただく介護保険料のことです。
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